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国民年金保険料の免除・納付猶予制度の

申請受け付けが始まります

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民

年
金
の
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り
免
除
・
猶
予

と
な
る
制
度
が
あ
り
、
平
成
23

年
７
月
か
ら
平
成
24
年
６
月
ま

で
の
申
請
受
付
を
７
月
か
ら
開

始
し
ま
す
。
前
年
度
の
所
得
基

準
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
い

内
容
に
つ
い
て
は
国
民
年
金

担
当
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

全額免除
【保険料免除】

4分の3免除
【月額3,760円】

半額免除
【月額7,510円】

4分の1免除
【月額11,270円】

単身世帯 57万円
（122万円）

93万円
（158万円）

141万円
（227万円）

189万円
（296万円）

2人世帯
（夫婦のみ）

92万円
（157万円）

142万円
（229万円）

195万円
（304万円）

247万円
（376万円）

4人世帯
（夫婦子2人等）

162万円
（257万円）

230万円
（354万円）

282万円
（420万円）

335万円
（486万円）

●平成２３年度（平成２３年７月～）基準

（表の上段は所得額、下段（）内は収入額）

※ 多段階免除制度は、本人だけでなく、配偶者や世帯主も多段階の免除基準に該当してい
ることが必要です。

※２人世帯、４人世帯は夫か妻どちらかのみに所得（収入）がある世帯の場合です。
※ 社会保険料（国民年金・国民健康保険等）について、一定の金額を納付していると仮定
して計算しています。社会保険料控除などの控除額は各個人で異なるためこの表はあく
まで目安です。
※詳しくは日本年金機構または市役所窓口にお問い合わせください。

■
そ
の
他
の
免
除
制
度
に
つ
い
て

○ 

特
例
免
除　

お
仕
事
を
退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
方
が

対
象
で
す
。
申
請
時
に
は
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険

受
給
者
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○ 

若
年
者
納
付
猶
予
制
度　

30
歳
未
満
の
被
保
険
者
の

方
で
免
除
を
希
望
さ
れ
る
方
が
対
象
で
す
。

○ 

学
生
特
例
免
除　

20
歳
以
上
の
学
生
の
方
は
在
学
期

間
中
の
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
学
生
の
方
は

お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
７
月
は
障
害
基
礎
年
金
受
給
者
の
現
況
届
提
出

　

が
必
要
で
す

○
対
象
者

　

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者
の
中
で
、

● 

20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
障
害
に
よ
り
年
金
を
受
け

て
い
る
方
（
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
上
２
桁
が

６
３
の
方
）
例　

年
金
コ
ー
ド
「
６
３
５
０
」

● 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
福
祉
年
金
か
ら
の
移
行

(

裁
定
替
え)

に
よ
り
年
金
を
受
け
て
い
る
方
（
年
金

証
書
の
年
金
コ
ー
ド
上
２
桁
が
２
６
の
方
）

　
 

例　

年
金
コ
ー
ド
「
２
６
５
０
」

○
提
出
期
限　

８
月
１
日
（
月
）

○
提
出
先　
市
民
環
境
課
戸
籍
年
金
係
ま
た
は
各
支
所
市
民
係

※ 

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
７
月
上

旬
ま
で
に
「
現
況
届
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
し
必
ず
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

提
出
が
遅
れ
る
と
障
害
年
金
の
支
給
が
一
時
停
止
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

《問い合わせ先》　市民環境課戸籍年金係　☎２２－３１３５　　　５５－３１３５　　　　　

・・・このアイコンはお知らせ端末の電話番号です。


